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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に中空部を有する蒸気タービン静翼において、
　作動流体流路と前記中空部とを連通するとともに翼長方向に延在するように設けられ、
コード長方向に複数並べて配置された複数のスリットと、
　前記複数のスリットのうちの最下流スリットに対応して前記作動流体流路側の面が翼面
よりも前記中空部側に位置するように設けられ、前記最下流スリットの前記コード長方向
の両側の壁面を接続する少なくとも１つの接続部とを備え、
　前記最下流スリットが少なくとも翼長方向の中間部からダイヤフラム外輪にかけて連続
して延びる１本のスリットであることを特徴とする蒸気タービン静翼。
【請求項２】
　請求項１に記載の蒸気タービン静翼において、
　前記接続部は前記最下流スリット内に設けられ、該最下流スリットの前記コード長方向
に対向する内面同士を接続することを特徴とする蒸気タービン静翼。
【請求項３】
　請求項１に記載の蒸気タービン静翼において、
　前記最下流スリットに対して前記コード長方向の上流側に配置された少なくとも１つの
上流スリットに対応して前記作動流体流路側の面が前記翼面よりも前記中空部側に位置す
るように設けられ、前記上流スリットの前記コード長方向の両側の壁面を接続する少なく
とも１つの接続部を備えることを特徴とする蒸気タービン静翼。
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【請求項４】
　請求項１に記載の蒸気タービン静翼において、
　前記複数のスリットは、翼腹面に設けられていることを特徴とする蒸気タービン静翼。
【請求項５】
　請求項１に記載の蒸気タービン静翼において、
　前記複数のスリットは、翼背面に設けられていることを特徴とする蒸気タービン静翼。
【請求項６】
　請求項３に記載の蒸気タービン静翼において、
　前記上流スリットは、前縁部から翼腹面上の任意の位置までの距離ｌを該翼腹面に沿っ
た該前縁部から後縁部までの距離Ｌで除した無次元値ｌ／Ｌが０．６～０．８の範囲内と
なる位置に設けられ、
　前記最下流スリットは、前記無次元値ｌ／Ｌが前記上流スリットの無次元値ｌ／Ｌより
大きくなる範囲となる位置に設けられていることを特徴とする蒸気タービン静翼。
【請求項７】
　請求項１に記載の蒸気タービン静翼において、
　前記接続部は前記中空部内に設けられ、前記最下流スリットを跨ぐようにして前記コー
ド長方向の両側の壁面を接続することを特徴とする蒸気タービン静翼。
【請求項８】
　請求項７に記載の蒸気タービン静翼において、
　前記接続部は前記中空部を挟んで前記最下流スリットに対向する面に接していることを
特徴とする蒸気タービン静翼。
【請求項９】
　請求項１に記載の蒸気タービン静翼と、該蒸気タービン静翼に対して作動流体の流れ方
向の下流側に設けられた蒸気タービン動翼とを有するタービン段落を備えることを特徴と
する蒸気タービン。
【請求項１０】
　内部に中空部を有する蒸気タービン静翼の改造方法であって、
　作動流体流路と前記中空部とを連通するとともに翼長方向に延在するスリットをコード
長方向に複数並べて複数のスリットを形成し、前記複数のスリットのうちの最下流スリッ
トを少なくとも翼長方向の中間部からダイヤフラム外輪にかけて連続して延びる１本のス
リットとし、
　前記最下流スリットに対応して前記作動流体流路側の面が翼面よりも前記中空部側に位
置するように、前記最下流スリットの前記コード長方向の両側の壁面を接続する接続部を
少なくとも１つ設けることを特徴とする蒸気タービン静翼の改造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蒸気タービン静翼に関する。
【背景技術】
【０００２】
　低圧タービンの最終段落やその１～２段前の段落では、一般的に圧力が非常に低いため
、作動流体（蒸気）は液化した微細な水滴を含む湿り蒸気の状態となっている。そして、
作動流体に含まれる水滴が静翼の翼面に付着し、他の水滴と合体すると、翼面上に水膜（
ドレン）が形成される。この水膜が作動流体により翼面から離脱すると、水滴に比べて遥
かに大きな粗大水滴の状態で作動流体とともに流路を流下する。粗大水滴は、作動流体に
より多少微細化されるものの、ある程度の大きさを保ちながら流下する。ところが、粗大
水滴はその慣性力により作動流体のように流路に沿って流れ方向を急激に転向することが
できない。そのため、粗大水滴が流れ方向の下流側の動翼に高速で衝突し、動翼表面が侵
食されるエロージョンが生じたり、動翼の回転が妨げられて損失が生じたりする。
【０００３】



(3) JP 6393178 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

　エロージョンを低減させるためには、一般的に、静翼の翼面に形成された水膜を除去す
ることが最も効果的である。それに対し、静翼の後縁側（翼尾部）にスリットを設けて、
スリットを介して翼の中空部に水膜を吸引することが提案されている（特許文献１等を参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２５４４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の静翼の翼尾部は間隙を介して対向するように背側板に腹側板を取り付けた
構成であり、翼腹面において背側板と腹側板との間に間隙を確保することでスリットを形
成している。そのため、翼腹面においてスリットを挟んで背側板と腹側板との間に段差が
生じる場合がある。そうすると、段差部分において水膜の一部が翼面から離脱し、エロー
ジョンが生じる可能性がある。
【０００６】
　本発明は上記に鑑みてなされたもので、水膜を効果的に除去することができる蒸気ター
ビン静翼を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は、内部に中空部を有する蒸気タービン静翼におい
て、作動流体流路と前記中空部とを連通するとともに翼長方向に延在するように設けられ
、コード長方向に複数並べて配置された複数のスリットと、前記複数のスリットのうちの
最下流スリットに対応して前記作動流体流路側の面が翼面よりも前記中空部側に位置する
ように設けられ、前記最下流スリットの前記コード長方向の両側の壁面を接続する少なく
とも１つの接続部とを備え、前記最下流スリットが少なくとも翼長方向の中間部からダイ
ヤフラム外輪にかけて連続して延びる１本のスリットであることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、翼面の水膜を効果的に除去することができる蒸気タービン静翼を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る蒸気タービン静翼（静翼）を適用する蒸気タービン
設備の一構成例の全体構成を表す概略図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る静翼を備える最終段落の一構成例を表す概略図であ
る。
【図３】図２の静翼の斜視図である。
【図４】図３の矢印ＩＶ－ＩＶ線による矢視断面図である。
【図５】図３の矢印Ｖ－Ｖ線による矢視断面図である。
【図６】図３の矢印ＶＩ－ＶＩ線による矢視断面図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係る静翼の上面図である。
【図８】本発明の第１実施形態に係る静翼の翼腹面に形成される水膜厚さ（水膜量）を例
示する図である。
【図９】比較例１の最終段落の一構成例を表す概略図である。
【図１０】比較例２の最終段落の一構成例を表す概略図である。
【図１１】図１０の静翼の一部を拡大して表す斜視図である。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る静翼の斜視図である。
【図１３】本発明の第３実施形態に係る静翼の斜視図である。
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【図１４】本発明の第４実施形態に係る静翼の横断面図である。
【図１５】本発明の第５実施形態に係る静翼の横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　＜第１実施形態＞
　（構成）
　図１は本実施形態に係る蒸気タービン静翼（静翼）を適用する蒸気タービン設備の一構
成例の全体構成を表す概略図である。
【００１１】
　図１に示した蒸気タービン設備５０は、ボイラ１、高圧タービン３、中圧タービン６、
低圧タービン９、及び復水器１１を備えている。
【００１２】
　ボイラ１は化石燃料焚きボイラであって蒸気発生源の一例である。ボイラ１で化石燃料
を燃焼し復水器１１から供給された復水を加熱し、高温高圧の蒸気を発生させる。ボイラ
１で発生した蒸気は主蒸気管２を介して高圧タービン３に導かれ、高圧タービン３を駆動
する。高圧タービン３を駆動して減圧した蒸気は、高圧タービン排気管４を流下してボイ
ラ１に導かれ、再度加熱されて再熱蒸気となる。
【００１３】
　ボイラ１で加熱された再熱蒸気は、高温再熱蒸気管５を介して中圧タービン６に導かれ
て中圧タービン６を駆動する。中圧タービン６を駆動して減圧した蒸気は、中圧タービン
排気管７を介して低圧タービン９に導かれ、低圧タービン９を駆動する。低圧タービン９
を駆動して減圧した蒸気は、低圧タービン排気室１０を介して低圧タービン直下の復水器
１１に導かれる。復水器１１は冷却水配管（不図示）を備えており、復水器１１に導かれ
た蒸気と冷却水配管内を流れる冷却水とを熱交換させて蒸気を復水する。復水器１１で復
水された復水は再びボイラ１に送られる。
【００１４】
　高圧タービン３、中圧タービン６及び低圧タービン９は、同軸上に連結されている。ま
た、タービンロータ１２には発電機１３が連結されていて、高圧タービン３、中圧タービ
ン６及び低圧タービン９の回転動力によって発電機１３が駆動し、高圧タービン３、中圧
タービン６及び低圧タービン９の出力が電力として取り出される。
【００１５】
　高圧タービン３、中圧タービン６及び低圧タービン９は、静翼と静翼に対して作動流体
の流れ方向の下流側に設けられた蒸気タービン動翼（動翼）とを有するタービン段落を複
数備えた軸流タービンである。複数のタービン段落はタービンロータ１２に設けられてい
て、タービンロータ１２の軸方向に配列されている。
【００１６】
　図２は本実施形態に係る静翼を備える最終段落の一構成例を表す概略図、図３は図２の
静翼の斜視図である。以下、本実施形態に係る静翼を低圧タービン９の最終段落に設けた
場合について説明するが、低圧タービン９の他のタービン段落、高圧タービン３のタービ
ン段落、又は中圧タービン６のタービン段落など、作動流体が湿り蒸気の状態となってい
る環境下にあるタービン段落に設けた場合も同様である。なお、以下の説明では、最終段
落を流れる作動流体の流れ方向の上流側及び下流側をそれぞれ上流側及び下流側と言う。
【００１７】
　図２に示すように、最終段落１００は、静翼１０１、ダイアフラム外輪１０２、ダイア
フラム内輪１０３、動翼１０４及びディスク１０５を備えている。
【００１８】
　ダイアフラム内輪１０３は、低圧タービン９の径方向の内周側にタービンロータ１２の
周方向に沿って設けられた環状部材である。ダイアフラム内輪１０３は内部に中空部１１
５を備えている。ダイアフラム外輪１０２は、低圧タービン９の径方向の外周側にタービ
ンロータ１２の周方向に沿って設けられた環状部材である。ダイアフラム外輪１０２も内
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部に中空部１１４を備えている。ダイアフラム外輪１０２の中空部１１４は、連通管（不
図示）を介して排気室（不図示）と連通している。ダイアフラム外輪１０２とダイアフラ
ム内輪１０３との間にタービンロータ１２の周方向に沿って複数の静翼１０１が固設され
ている。ディスク１０５の外周部にタービンロータ１２の周方向に沿って複数の動翼１０
４が取り付けられている。他の段落と同様、最終段落１００の上流側は下流側に比べ高圧
になっている。
【００１９】
　図３に示すように、静翼１０１は、金属板を板曲げ等により塑性変形させて成形されて
いる。静翼１０１は、内部に中空部１１３を有している。中空部１１３は、ダイアフラム
外輪１０２の中空部１１４及びダイアフラム内輪１０３の中空部１１５と連通している。
ダイアフラム外輪１０２の中空部１１４は排気室と連通しているため、静翼１０１の中空
部１１３内の圧力は作動流体流路（つまり、静翼１０１の外側）の圧力よりも低くなって
いる。
【００２０】
　静翼１０１の翼腹面１０１Ａには、スリット（上流スリット）１１０及びスリット（最
下流スリット）１１１がコード長方向に間隔Ｄをあけて並べて配置されている。なお、図
２，３は、静翼１０１に上流スリット１１０及び最下流スリット１１１を設けた場合を示
しているが、最下流スリット１１１より上流側に新たにスリットを設け、静翼１０１に３
列以上のスリットを設けても良い。
【００２１】
　最下流スリット１１１は、静翼１０１に設けられたスリットのうち静翼１０１のコード
長方向の最下流側に設けられたスリットである。最下流スリット１１１は、静翼１０１の
翼長方向に延在するように静翼１０１の翼腹面１０１Ａに連続的に形成され、作動流体流
路と中空部１１３とを連通している。翼腹面１０１Ａに連続的に形成するとは、翼腹面１
０１Ａに間隔を空けずに形成することを言う。最下流スリット１１１には、少なくとも１
つの接続部１１２が設けられている。接続部１１２については後述する。
【００２２】
　上流スリット１１０は、最下流スリット１１１に対して静翼１０１のコード長方向の上
流側に設けられている。上流スリット１１０は、静翼１０１の翼長方向に延在するように
形成され、作動流体流路と中空部１１３とを連通している。上流スリット１１０は、静翼
１０１の翼腹面１０１Ａに翼長方向に所定の間隔を空けて直線上に配置された複数本（図
３では５本）のスリット１２１を備えている。静翼１０１の翼長方向に隣接する上流スリ
ット１１０間には、翼腹面１０１Ａと面一な不連続部１１６が形成されている。上述した
接続部１１２は、不連続部１１６に対して翼長方向に位置をずらして設けてある。
【００２３】
　上述のように、中空部１１３内の圧力は作動流体流路の圧力よりも低くなっているので
、上流スリット１１０及び最下流スリット１１１において作動流体流路側の圧力は中空部
１１３側の圧力よりも高くなっている。つまり、上流スリット１１０及び最下流スリット
１１１では、入口側（作動流体流路側）と出口側（中空部１１３側）に圧力差が生じてい
る。
【００２４】
　なお、図２，３では、上流スリット１１０及び最下流スリット１１１を直線状に形成し
ているが、例えば、静翼１０１の後縁部１０１Ｂの形状に合わせて湾曲形状に形成しても
良い。また、上流スリット１１０及び最下流スリット１１１を翼長方向の中間部から静翼
１０１のダイアフラム外輪１０２側のみに設けているが、上流スリット１１０及び最下流
スリット１１１の少なくとも一方をダイアフラム外輪１０２からダイアフラム内輪１０３
まで（つまり、静翼１０１の翼長方向の全長に渡って）設けても良い。
【００２５】
　上流スリット１１０及び最下流スリット１１１について詳しく説明する。以下の説明で
は、静翼１０１の翼腹面１０１Ａに形成された水膜２０を上流スリット１１０及び最下流
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スリット１１１を介して除去する場合について説明するが、上流スリット１１０及び最下
流スリット１１１を翼背面に設け、翼背面に形成された水膜を除去する場合も同様である
。
【００２６】
　・上流スリット１１０及び最下流スリット１１１の作用
　最終段落１００を流れる作動流体が湿り蒸気の状態の場合、作動流体中に含まれる水滴
が静翼１０１の翼腹面１０１Ａに付着する。そして、翼腹面１０１Ａに付着した水滴が他
の水滴と合体することにより、図２に示すように、翼腹面１０１Ａに水膜２０が形成され
る。なお、図２は、翼腹面１０１Ａに形成される水膜のうち、動翼のエロージョンの直接
的な原因となり得るダイアフラム外輪１０２側に形成される水膜のみを示している。水膜
２０は作動流体との界面における圧力とせん断力との合力が作用する方向に従い、翼腹面
１０１Ａを静翼１０１の後縁部１０１Ｂ側に向かって流れていく。
【００２７】
　図４は図３の矢印ＩＶ－ＩＶ線による矢視断面図、図５は図３の矢印Ｖ－Ｖ線による矢
視断面図、図６は図３の矢印ＶＩ－ＶＩ線による矢視断面図である。
【００２８】
　図４に示すように、矢印ＩＶ－ＩＶ線による断面は上流スリット１１０及び最下流スリ
ット１１１を含む断面である。図４に示す断面では、上流スリット１１０が作動流体流路
と中空部１１３を連通しているため、静翼１０１の翼腹面１０１Ａに形成された水膜２０
は上流スリット１１０を介して翼腹面１０１Ａから中空部１１３に吸引される。また、最
下流スリット１１１が作動流体流路と中空部１１３を連通しているため、上流スリット１
１０の下流側で翼腹面１０１Ａに付着した水滴２１により新たに形成された水膜２０ａは
最下流スリット１１１を介して翼腹面１０１Ａから中空部１１３に吸引される。中空部１
１３内に吸引された水膜２０は、ダイアフラム外輪１０２の中空部１１４等に送られ、連
通管を介して排気室等に送られる。
【００２９】
　図５に示すように、矢印Ｖ－Ｖ線による断面は上流スリット１１０間の不連続部１１６
と最下流スリット１１１を含む断面である。図５に示す断面では、静翼１０１の翼腹面１
０１Ａに形成された水膜２０ｂは上流スリット１１０間の不連続部１１６を通過し、上流
スリット１１０の下流側で翼腹面１０１Ａに付着した水滴２１を取り込みながら翼腹面１
０１Ａを下流側に流れていく。しかしながら、図５に示す断面では、最下流スリット１１
１が作動流体流路と中空部１１３を連通しているため、水膜２０ｂは最下流スリット１１
１を介して翼腹面１０１Ａから中空部１１３に吸引され、排気室等に送られる。
【００３０】
　図６に示すように、矢印ＶＩ－ＶＩ線による断面は上流スリット１１０と最下流スリッ
ト１１１に設けられた接続部１１２を含む断面である。
【００３１】
　接続部１１２は、最下流スリット１１１に対応して作動流体流路側の面１１７が翼腹面
１０１Ａよりも中空部１１３側に位置するように最下流スリット１１１内に設けられてい
る。すなわち、ＶＩ－ＶＩ線においては、翼腹面１０１Ａから中空部１１３側に窪み、作
動流体流路側の面１１７を底面とする窪み部１２０が翼腹面１０１Ａに最下流スリット１
１１に対応するように形成されている。接続部１１２は、最下流スリット１１１のコード
長方向の両側の壁面、すなわち、最下流スリット１１１のコード長方向に対向する内面１
１８，１１９を接続している。接続部１１２の翼長方向の両端部は最下流スリット１１１
を介して中空部１１３と連通している。接続部１１２は、例えば、翼腹面１０１Ａと一体
に形成又は翼腹面１０１Ａを加工して形成したものである。
【００３２】
　接続部１１２の翼腹面１０１Ａから作動流体流路側の面１１７までの深さ及び翼長方向
の幅は限定されないが、可能な範囲で窪み部１２０の深さは深く、接続部１１２の幅は狭
い方が良く、例えば、深さは翼腹面１０１Ａの板厚の１／２以上で、幅は１０ｍｍ以下が
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好ましい。
【００３３】
　図６に示す断面では、上流スリット１１０が作動流体流路と中空部１１３を連通してい
るため、静翼１０１の翼腹面１０１Ａに形成された水膜２０は上流スリット１１０を介し
て翼腹面１０１Ａから中空部１１３に吸引され、排気室等に送られる。
【００３４】
　一方、図６に示す断面では、作動流体流路側の面１１７が翼腹面１０１Ａよりも中空部
１１３側に位置するように接続部１１２が設けられているため、上流スリット１１０の下
流側で翼腹面１０１Ａに付着した水滴２１による水膜２０ｃは、窪み部１２０に流入し、
作動流体流路側の面１１７を翼長方向に流れ、最下流スリット１１１を介して中空部１１
３に吸引され、排気室等に送られる。つまり、窪み部１２０で水膜２０ｃを捕集すること
で、捕集した水膜２０ｃに吸引作用が働く。
【００３５】
　・上流スリット１１０及び最下流スリット１１１を設ける位置
　図７は本実施形態に係る静翼１０１の上面図、図８は本実施形態に係る静翼１０１の翼
腹面１０１Ａに形成される水膜厚さ（水膜量）を例示する図である。図８において、横軸
は無次元翼面位置、縦軸は水膜厚さを示している。なお、無次元翼面位置とは、静翼１０
１の前縁部１０１Ｃから翼腹面１０１Ａの任意の位置までの翼腹面１０１Ａに沿った距離
lを静翼１０１の前縁部１０１Ｃから後縁部１０１Ｂまでの翼腹面１０１Ａに沿った距離
Ｌで除した無次元値（ｌ／Ｌ）のことを言う（図７を参照）。
【００３６】
　一般的に、静翼の前縁部から後縁部までの翼腹面に沿った線上の水膜厚さは翼腹面の位
置によって異なり、翼腹面には、作動流体の翼腹面に対する流速の増加により翼腹面に集
積する湿分が増加して水膜厚さが最大となる位置（ピーク位置）が存在する。そのため、
翼腹面に形成された水膜を効率良く除去するには、水膜厚さのピーク位置の若干下流側に
スリットを設けることが好ましい。
【００３７】
　図８の場合、静翼１０１の翼腹面１０１Ａに形成される水膜厚さは無次元値ｌ／Ｌ＝０
．６の位置付近で最大となる。また、水膜厚さが最大となる位置より下流側では、作動流
体の翼腹面１０１Ａに対する流速の増加に伴い水膜厚さは薄くなっていく。
【００３８】
　そこで、本実施形態では、図８に破線で示すように、水膜厚さが最大となる領域の若干
下流側である無次元値ｌ／Ｌ＝０．６～０．８の範囲内に上流スリット１１０を設けてい
る。
【００３９】
　一方、仮に上流スリット１１０の上流側に形成された水膜を上流スリット１１０を介し
て１００％除去したとしても、上流スリット１１０の下流側で翼腹面１０１Ａに水滴が付
着し、翼腹面１０１Ａに再び水膜が形成される場合がある。
【００４０】
　そこで、本実施形態では、無次元値ｌ／Ｌが上流スリット１１０の無次元値ｌ／Ｌより
大きく、可能な限り無次元値ｌ／Ｌ＝１．０に近い位置（すなわち、静翼１０１の後縁部
１０１Ｂに近い位置）に最下流スリット１１１を設け、翼腹面１０１Ａに形成される水膜
を極力多く除去するように構成している。
【００４１】
　（比較例１）
　図９は比較例１の最終段落の一構成例を表す概略図である。図９において、図２の最終
段落１００と同等の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００４２】
　図９に示すように、比較例１の静翼２０１にはスリットが設けられていない。この場合
、最終段落２００を流れる作動流体が湿り蒸気の状態のとき、作動流体中に含まれる水滴
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により静翼２０１の翼腹面２０１Ａに形成された水膜２０は、静翼２０１の後縁部２０１
Ｂ側に向かって翼腹面２０１Ａを流れ、後縁部２０１Ｂに到達すると、作動流体により翼
腹面２０１Ａから離脱して水滴２２の状態で下流側に飛散し、動翼１０４に衝突する。そ
の結果、動翼１０４にエロージョン２３が生じる。また、水滴２２が動翼１０４に衝突す
ることにより動翼１０４の回転が妨げられ、湿り損失も生じ得る。
【００４３】
　（比較例２）
　図１０は比較例２の最終段落の一構成例を表す概略図、図１１は図１０の静翼の一部を
拡大して表す斜視図である。図１０，１１において、図２の最終段落１００と同等の部分
には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００４４】
　図１０に示すように、最終段落３００の静翼３０１は、スリット（上流スリット）３１
０及びスリット（下流スリット）３１１を備えている。図１１に示すように、上流スリッ
ト３１０及び下流スリット３１１は上流スリット１１０と同等の構成である。この場合、
上流スリット３１０の不連続部３１６を通過して翼腹面３０１Ａに形成された水膜２０ｄ
や、上流スリット３１０の下流側で新たに形成された水膜の一部が下流スリット３１１の
不連続部３１７を通過して下流スリット３１１の下流側に水膜２０ｅが形成される可能性
がある。水膜２０ｅは動翼１０４のエロージョン２３（図１０を参照）や湿り損失の原因
となる。
【００４５】
　（効果）
　（１）強度上の問題でスリットに不連続部を設けると、図１１で説明したように、スリ
ットを２本設けても下流スリット３１１の下流側に水膜２０ｅが形成されてしまう。した
がって、静翼の構造上可能な限り、少なくとも静翼のコード長方向の下流側（後縁部側）
に翼長方向に連続的にスリットを設けることが好ましい。
【００４６】
　一方、スリットを跨いで翼腹面に段差が生じると、段差部分において水膜の一部が翼腹
面から離脱し、これが動翼のエロージョンの原因となり得る。そのため、翼腹面に形成さ
れた水膜を効率良く除去するためには、スリットを精度良く設ける必要もある。
【００４７】
　本実施形態では、最下流スリット１１１に対応して設けた接続部１１２の作動流体流路
側の面１１７が翼腹面１０１Ａよりも中空部１１３側に位置するので、図１１で説明した
不連続部と異なり、窪み部１２０により水膜を捕捉することができる。加えて、適当な間
隔で最下流スリット１１１の上流側と下流側の壁面を接続部１１２でつないでいるので、
最下流スリット１１１を跨いで翼腹面１０１Ａに段差が生じることを抑制することができ
る。そのため、翼腹面１０１Ａに形成された水膜の離脱を抑制し、水膜を効果的に除去す
ることができ、静翼１０１の下流側への水滴の飛散を抑制することができる。したがって
、動翼のエロージョンを抑制し、また、動翼１０４における湿り損失を抑制することがで
き、蒸気タービンの信頼性を高めることができる。
【００４８】
　（２）本実施形態では、接続部１１２により最下流スリット１１１のコード長方向に対
向する内面１１８，１１９が接続しているので、翼長方向の全長に渡って中空部と連通す
るように最下流スリットを構成した場合に比べて、静翼１０１の強度を向上させることが
できる。加えて、最下流スリット１１１の変形を抑制することができるので、最下流スリ
ット１１１の精度を容易に管理することができる。
【００４９】
　（３）図８で説明したように、水膜厚さは翼腹面の位置によって異なる。そこで、本実
施形態では、水膜厚さのピーク位置の若干下流側に上流スリット１１０を設け、上流スリ
ット１１０の下流側であって静翼１０１の後縁部１０１Ｂに近い位置に最下流スリット１
１１を設けている。そのため、膜厚の水膜を上流スリット１１０で凡そ除去し、さらに上
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流スリット１１０の下流側で形成された水膜も最下流スリット１１１で最終的に除去する
ことができ、翼腹面１０１Ａに形成された水膜を効率良く除去することができる。
【００５０】
　（４）本実施形態に係る静翼１０１は、作動流体流路と中空部１１３とを連通するとと
もに翼長方向に延在するスリットをコード長方向に複数並べ、複数のスリットのうちの最
下流スリット１１１に対応して作動流体流路側の面１１７が翼面よりも中空部１１３側に
位置するように、最下流スリット１１１のコード長方向の両側の壁面１１８，１１９を接
続する接続部１１２を設けている。
【００５１】
　例えば、（比較例１）の静翼２０１のように翼面にスリットが設けられていない既存の
静翼がある場合は、翼面をカッター状の部材やレーザー等で削って翼面に複数のスリット
を形成し、最下流スリットに接続部を設けることにより本実施形態に係る静翼１０１とす
ることができる。また、（比較例２）の静翼３０１のように翼面に複数のスリットが所定
の間隔を空けて設けられている静翼については、最下流スリット間の不連続部をカッター
状の部材やレーザー等で削って接続部を設けることにより本実施形態に係る静翼１０１と
することができる。
【００５２】
　このように、本実施形態に係る静翼１０１は既存の静翼に対し簡単な作業を施すことに
より容易に得ることができる。
【００５３】
　＜第２実施形態＞
　図１２は、本実施形態に係る静翼の斜視図である。図１２において、上記第１実施形態
の静翼１０１と同等の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００５４】
　図１２に示すように、本実施形態に係る静翼４０１は、上流スリット１１０の代わりに
上流スリット４１０及び接続部４１２を備える点で第１実施形態の静翼１０１と異なる。
【００５５】
　上流スリット４１０及び接続部４１２は、最下流スリット１１１及び接続部１１２と同
等の構成である。但し、接続部４１２は最下流スリット１１１の接続部１１２に対して翼
長方向に位置をずらして設けてある。
【００５６】
　上記構成により、本実施形態では上述した第１実施形態で得られる各効果に加えて、次
の効果が得られる。
【００５７】
　本実施形態では、上流スリット４１０を翼腹面４０１Ａに連続的に設け、上流スリット
４１０に少なくとも１つの接続部４１２を設けているので、翼長方向に所定の間隔を空け
て設けられた複数本のスリットにより上流スリットを構成した場合に比べて、より多くの
水膜を捕捉することができる。
【００５８】
　＜第３実施形態＞
　図１３は、本実施形態に係る静翼の斜視図である。図１３において、上記第２実施形態
の静翼４０１と同等の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００５９】
　図１３に示すように、本実施形態に係る静翼５０１は、翼腹面５０１Ａに加えて、翼背
面５０１Ｄに、上流スリット５１０及び接続部５１４並びに最下流スリット５１１及び接
続部５１５を備える点で第２実施形態の静翼４０１と異なる。
【００６０】
　上流スリット５１０及び接続部５１４は上流スリット４１０及び接続部４１２と同等の
構成であり、最下流スリット５１１及び接続部５１５は最下流スリット１１１及び接続部
１１２と同等の構成である。
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【００６１】
　上記構成により、本実施形態では上述した第２実施形態で得られる各効果に加えて、次
の効果が得られる。
【００６２】
　本実施形態では、翼腹面５０１Ａに加えて、翼背面５０１Ｄに、上流スリット５１０及
び接続部５１４並びに最下流スリット５１１及び接続部５１５を設けているので、翼背面
５０１Ｄに形成された水膜も捕捉することができる。
【００６３】
　＜第４実施形態＞
　図１４は、本実施形態に係る静翼の横断面図である。図１４において、上記第１実施形
態の静翼１０１と同等の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００６４】
　本実施形態に係る静翼６０１は、接続部１１２の代わりに接続部６１２を備える点で第
１実施形態の静翼１０１と異なる。その他の構成は、第１実施形態と同様である。
【００６５】
　図１４に示すように、接続部６１２は、最下流スリット１１１に対応して作動流体流路
側の面６１７が翼腹面６０１Ａよりも中空部１１３側に位置するように中空部１１３内に
設けられている。接続部６１２は、最下流スリット１１１を跨ぐようにして最下流スリッ
ト１１１のコード長方向の両側の壁面６１８，６１９を接続している。すなわち、図１４
に示す断面においては、翼腹面６０１Ａから中空部１１３側に窪み、作動流体流路側の面
６１７を底面とする窪み部６２０が翼腹面６０１Ａに最下流スリット１１１に対応するよ
うに形成されている。接続部６１２の翼長方向の両端部は最下流スリット１１１を介して
中空部１１３と連通している。接続部６１２は、例えば溶接により壁面６１８，６１９に
取り付けられている。
【００６６】
　翼腹面６０１Ａから窪み部６２０に流入した水膜は、作動流体流路側の面６１７を翼長
方向に流れ、最下流スリット１１１を介して中空部１１３に吸引され、排気室等に送られ
る。
【００６７】
　上記構成により、本実施形態では上述した第１実施形態で得られる各効果に加えて、次
の効果が得られる。
【００６８】
　最下流スリットのコード長方向に対向する内面を接続部により接続する場合、窪み部の
深さを確保する必要があるため、窪み部の深さ方向における接続部の高さが制限されてし
まう。これに対し、本実施形態では、接続部６１２を中空部１１３内に設けているため、
窪み部の深さ方向における接続部の高さを大きく確保することができ、静翼６０１の強度
をより高めることができる。加えて、接続部をスリット内に設ける場合に比べて翼腹面６
０１Ａから作動流体流路側の面６１７までの深さを深くすることができる（翼腹面６０１
Ａの板厚分確保できる）ため、水膜の捕捉効率がより向上する。
【００６９】
　また、本実施形態の静翼６０１は、翼腹面６０１Ａに最下流スリット１１１を設け、中
空部１１３内に最下流スリット１１１を跨ぐようにして静翼６０１のコード長方向の両側
の壁面１１８，１１９を接続するように接続部６１２を溶接等により設ければ良いので、
容易に製作することができる。
【００７０】
　＜第５実施形態＞
　図１５は、本実施形態に係る静翼の横断面図である。図１５において、上記第４実施形
態と同等の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００７１】
　本実施形態に係る静翼７０１は、接続部６１２の代わりに接続部７１２を備える点で第
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４実施形態の静翼６０１と異なる。その他の構成は、第４実施形態と同等である。
【００７２】
　接続部７１２は、中空部１１３を挟んで最下流スリット１１１と対向する面、つまり翼
背面７０１Ｄに接している。その他の構成は、接続部６１２と同等である。
【００７３】
　上記構成により、本実施形態では上述した第４実施形態で得られる各効果に加えて、次
の効果が得られる。
【００７４】
　本実施形態では、接続部７１２が翼背面７０１Ｂに接しているため、静翼７０１の強度
を大幅に高めることができる。また、接続部７１２が翼腹面７０１Ａと翼背面７０１Ｂと
のスペースを維持するスペーサとして機能するため、静翼７０１の変形等を抑制すること
ができ、静翼７０１の信頼性を高めることができる。
【００７５】
　＜その他＞
　本発明は上記した各実施形態に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例
えば、上記した実施形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。例えば、ある
実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることが可能である。また、各実
施形態の構成の一部を削除及び置換することも可能である。
【００７６】
　上述した実施形態では、最下流スリットに対応する接続部を中空部内に設けた場合を例
示した。しかしながら、本発明の本質的効果は翼面の水膜を効果的に除去することができ
る蒸気タービン静翼を提供することであり、この本質的効果を得る限りにおいては、必ず
しもこの構成に限定されない。例えば、最下流スリットに対応する接続部とともに上流ス
リットに対応する接続部を中空部内に設けても良い。
【符号の説明】
【００７７】
１１３　中空部
１０４　蒸気タービン動翼（動翼）
１０１，４０１，５０１，６０１，７０１　蒸気タービン静翼（静翼）
１１０，４１０，５１０　スリット（上流スリット）
１１１，５１１　スリット（最下流スリット）
１１２，４１２，５１４，５１５，６１２，７１２　接続部
１０１Ａ，４０１Ａ，５０１Ａ，６０１Ａ，７０１Ａ　翼腹面
５０１Ｄ　翼背面
１０１Ｃ　前縁部
１０１Ｂ　後縁部
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